
令和２年度第１２回（３月）幸田町教育委員会定例会 会議録 

 

開会日時   令和３年２月２２日（月） 午前 ９時１４分 

閉会日時   令和３年２月２２日（月） 午前１１時０９分 

 

場 所    幸田町役場 ４階 ４０１会議室 

 

出席者  教育長  小野伸之 

     委 員  長谷禎子 

     委 員  山下英雄 

     委 員  立花千加子 

     委 員  伊藤秀雄 

 

説明のため出席した職員 

     教育部長 吉本智明、学校教育課長 内田 守 

     生涯学習課長 鴨下直史、学校教育課教育指導監 池田和博 

     学校教育課指導主事 濱谷浩正、同 小嶋智香 

 

会議録作成職員   

学校教育課長補佐 近藤京子 

 

議事事項  

第３１号   令和２年度末幸田町教職員定期人事異動内申について 

第３２号   令和２年度幸田町一般会計補正予算(第 9号)に関する意見の聴取について 

第３３号   幸田町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部改正 

について 

第３４号   幸田町立学校管理規則の一部改正について 

第３５号   幸田町教育委員会事務局職員人事評価実施規程の一部改正について 

第３６号   幸田町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する方針について 

第３７号   幸田町指定文化財の指定について 

 

（議事の要旨等） 

教育長           議事に入る前に、第３１号議案 令和２年度末幸田町教職

員定期人事異動内申については、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定により、

審議を非公開とすることを発議し、賛成委員の挙手を求め



る。 

委 員           挙手（全員） 

教育長           審議を非公開とすることを決定 

 

■第３１号議案 

 令和２年度末幸田町教職員定期人事異動内申について （非公開） 

 

■第３２号議案 

令和２年度幸田町一般会計補正予算(第 9号)に関する意見の聴取について 

学校教育課長    議案書等により説明 

教育長     質疑を許可 

              （質疑なし） 

教育長  第３２号議案「令和２年度幸田町一般会計補正予算(第 9号)

に関する意見の聴取について」の採決（挙手を求める） 

委 員           挙手（全員） 

教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 

■第３３号議案  

幸田町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部改正について 

学校教育課長    議案書等により説明 

教育長     質疑を許可 

              （質疑なし） 

教育長  第３３号議案「幸田町会計年度任用職員の給与の決定及び支

給等に関する規則の一部改正について」の採決（挙手を求める） 

委 員           挙手（全員） 

教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 

■第３４号議案  

幸田町立学校管理規則の一部改正について  

学校教育課長    議案書等により説明 

教育長     質疑を許可 

              （質疑なし） 

教育長  第３４号議案「幸田町立学校管理規則の一部改正について」

の採決（挙手を求める） 

委 員           挙手（全員） 

教育長           原案のとおり可決することを宣言 



 

■第３５号議案  

幸田町教育委員会事務局職員人事評価実施規程の一部改正について  

学校教育課長    議案書等により説明 

教育長     質疑を許可 

              （質疑なし） 

教育長  第３５号議案「幸田町教育委員会事務局職員人事評価実施規

程の一部改正について」の採決（挙手を求める） 

委 員           挙手（全員） 

教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 

■第３６号議案  

幸田町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する方針について  

学校教育課長    議案書等により説明 

教育長     質疑を許可 

              （質疑なし） 

教育長  第３６号議案「幸田町立学校の教育職員の業務量の適切な管

理等に関する方針について」の採決（挙手を求める） 

委 員           挙手（全員） 

教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 

■第３７号議案  

幸田町指定文化財の指定について  

生涯学習課長    議案書等により説明 

教育長     質疑を許可 

              （質疑なし） 

教育長  第３７号議案「幸田町指定文化財の指定について」の採決（挙

手を求める） 

委 員           挙手（全員） 

教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 

幸田町教育委員会会議規則第１５条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

令和３年４月２日 

                 教育長      小野 伸之 

 



                 委 員      山下 英雄 

                                          

会議録作成職員   

学校教育課長補佐  近藤 京子 

 

 


